
OBAMAはぴねすクリーンアップ
ボランティア隊員

と　き　11 月 18 日㊏
　　　　9 時〜 11 時予定
ところ　市民体育館（後瀬町）周辺
内　容　ごみ拾いや草取りなど
集　合　市庁舎前（大手町）
持ち物　レジ袋、ごみバサミ、
　　　　軍手、ゴム手袋、帽子、
　　　　タオル、
　　　　雨具など

⓭ 広報おばま　平成 29. 11 広報おばま　平成 29. 11⓬

　平成 30 年度の福井しあわせ元気国体プレ大会として、
「内閣総理大臣杯 第 54 回全日本社会人ウエイトリフティ
ング選手権大会」と「レディースカップ第 9 回全日本女子
選抜ウエイトリフティング選手権大会」が開催されます。
　リオオリンピックに出場した三

み や け

宅宏
ひ ろ み

美選手をはじめと
する強豪選手と、地元選手の活躍を観戦できる貴重な機
会をお見逃しなく！！

【競技日程】　　　　　　　　会場：市民体育館（後瀬町）

日 種別 階級

11月22日㊌ 女子 48㌔級、53㌔級
58㌔級、63㌔級

11月23日㊍ 女子 69㌔級、75㌔級
90㌔級、＋ 90㌔級

11月24日㊎ 男子 56㌔級、62㌔級、69㌔級

11月25日㊏ 男子 77㌔級B、77㌔級A
85㌔級、94㌔級

11月26日㊐ 男子 105㌔級、＋105㌔級

※各階級の競技開始時刻は、決まりしだい、公式サイト
　（ページ右上 URL 参照）に掲載します
※車で来場の際は、市民体育館隣の中央グラウンド（臨
　時駐車場）を利用してください

「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会小浜市実行委員会
国体・障害者スポーツ大会推進課☎ 64・6071 
公式サイト　http://www1.city.obama.fukui.jp/kokutai/ ウエイトリフティング競技プレ大会開催

OBAMAはぴねす運営
ボランティア隊員

　ウエイトリフティング競技プ
レ大会と平成 30 年度福井しあ
わせ元気国体の大会運営ボラン
ティアを募集しています。
内　容　受付・会場案内、会場
　　　　整理・誘導、会場美化、
　　　　休憩所・弁当配布など
※詳しくは、同課へ問い合わせ
　もしくは公式サイトに掲載

【地元注目選手】
男子 56㌔級　出

で ぐ ち

口 貴
た か や

也 選手（チーム福井 A）

男子 77㌔級　安
あ だ ち

達 貴
た か ひ ろ

弘 選手（チーム福井 A）

男子 77㌔級　吉
よ し か わ

川 琢
た く ま

磨 選手（チーム福井 A）

男子 85㌔級　大
お お し た

下 隆
た か あ き

諒 選手（チーム福井 A）

男子 85㌔級　吉
よ し お か

岡 祐
ゆ う じ

司 選手（チーム福井 A）

男子＋105㌔級　竹
た け は ら

原 義
よ し ま さ

将 選手（チーム福井 A）

女子 48㌔級　出
で ぐ ち

口 実
み さ き

桜黄 選手（若狭東高校）

女子 58㌔級　山
や ま も と

本 優
ゆ う こ

子 選手（㊑オーイング）

※P28に山本選手のインタビューを掲載しています

【出場予定強豪選手】
男子 69㌔級　中

な か や ま

山 陽
よ う す け

介 選手（かいじクラブ A）

女子 53㌔級　三
み や け

宅 宏
ひ ろ み

美 選手

　　　　　　  （いちごウエイトリフティングチーム）

toto 助成整備施設

　小浜市民体育館は、スポーツ
振興くじ助成金を受けて、平成
28 年度にアリーナの床補強工
事とバスケットゴールの取り替
えを行いました。

　平成 29 年 10 月 1 日より「小浜市空家等の適正な管理
に関する条例」が施行されました。
　市内の空き家等の発生予防、適正な管理、活用などに
関して必要な事項を定めるものです。市民等の生命、身
体または財産への被害の防止を図り、安心・安全で良好
な生活環境の保全ならびに地域コミュニティの活性なら
びに本市の魅力および活力の維持および向上に寄与する
ことを目的としています。
※条例全文については、市公式ホームページもしくは都
　市整備課窓口で確認してください

【空き家を適正に管理しましょう】
　空き家等の適正な管理は所有者等の責務で
す。空き家を危険な状態で放置した結果、強風
で建物の一部が飛散するなどして他人に被害を
与えた場合、空き家の所有者（相続人など建物
を管理すべき人を含む）に対して賠償責任を問
われることがあります。
　近隣の住民に不安を与えたり迷惑を掛けるこ
とのないように、空き家等の適正な管理に、ご
理解とご協力をお願いします。

「小浜市空家等の適正な管理に関する条例」が施行 ■問い合わせ　都市整備課☎64・6073

その空き家どうしますか？

募集 お知
らせ募集

■お知らせ

空き家を所有している人は

①定期的に様子を見るなど状況を確認し
　ましょう

②周囲に悪影響を及ぼしたり危険な状態
　にある場合は、早急に修繕や改修、撤
　去など適切な処置をお願いします

③空き家の敷地内の樹木や雑草の除去、
　害虫駆除など維持管理に努めましょう

④自分で維持管理ができない場合は業者
　や知り合いに依頼しましょう

なぜ？なに？空き家管理条例 Ｑ＆Ａ

Q 何のためにある条例なの？

A 平成 27 年に施行された『空家等対策の推進に関
する特別措置法』を補うもので、「建築物の次世代
への継承」ならびに「良好な町並み景観の維持」、

「地域コミュニティの維持および向上」を基本理念
にした条例です。また、空き家等および跡地を地
域の限られた資源として捉え、積極的な活用また
は流通を図ることを目指しています。

Q なぜ今できたの？

A 小浜でも空き家が増え、皆さんの生活環境等への
悪影響が懸念され、対策が必要になったからです。

Q 小浜の空き家の件数は？

A 平成 25 年度から 26 年度にかけて実施した実態調
査では、市内に 700 件超の空き家があることがわ
かりました。国の「平成 25 年住宅・土地統計調査」
によると、市の空き家率は 17.8% にも上り、県内
他市と比較して最も高い割合となっています。

Q 放置された空き家への対策は？

A 所有者が適正な管理・活用に努めることが責務と
して定められています。
ただし、適正に管理されずに、人の生命、身体また
は、財産が危険な状態となる場合は、特定空家等
に認定して、助言、指導、勧告、命令、行政代執行を
行っていきます。その状態が切迫しているときは、
危険な状態を回避するために、市による緊急安全
措置が取られることがあります。


